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№ 質問 回答

1
履⾏期間中に⼯事が⾏われた場合、⼯事の費⽤はどちらが負担することになりま
すでしょうか。

・発電設備⾃体の⼯事については、売払⼈（当広域連合）の
負担となります。
・ただし、仕様書７-(6)に記載されている伝送装置の設置及
び撤去に関しては、買受⼈の負担となります。

2 環境価値は買受⼈に帰属する認識でよろしいでしょうか。 ・お⾒込みのとおり。

3 発電側課⾦は売払⼈の負担という認識でよろしいでしょうか。

・お⾒込みのとおり。
・なお、発電側課⾦制度負担⾦の⽀払い⽅法は、仕様書７-
(4)-エに記載のとおり協議させていただきたいと考えており
ます。
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